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今月のいち押し！
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　ここに紹介した新刊図書は一部です。他にも多くの新刊
図書がありますので、お気軽に職員にお尋ねください。
　各館、各公民館には全新刊図書リストを置いています。

秀吉の活

大獄　西郷青嵐賦

あいまい生活

僕はロボットごしの君に恋をする

桃紅一〇五歳好きなものと生きる

そっと無理して、生きてみる

【図解】２０１８年度介護保険の改正　早わかりガイド

その調理、９割の栄養捨ててます！

ネット集客のやさしい教科書。

短くてもきちんと伝わる手紙・はがき・一筆箋

がちょうのたんじょうび

ノラネコぐんだんアイスのくに

おかしなめんどり

凍てつく海のむこうに

「あかつき」一番星のなぞにせまれ！

数え方のえほん

 伊坂幸太郎

中島　　要

藤野　千夜

コ　ク　ヨ

ともだかずこ

さえぐさひろこ

川嶋　隆義

服部　美法

宮城谷昌光

JP・ディレイニー

吉沢　久子

佐々木常夫

つばた英子/つばたしゅういち

パット・ジトロー・ミラー

杉山　　亮

シャスタインターナショナル/編

木下　昌輝

葉室　　麟

深沢　　潮

山田　悠介

篠田　桃紅

　橋　幸枝

井戸　美枝

　　—

高田　　晃

川崎キヌ子/監修者

新美　南吉

工藤ノリコ

林　なつこ

ルータ・セペティス

山下　美樹

　野　紀子
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ホワイトラビット

酒が仇と思えども

編集ども集まれ！

コクヨのシンプル整理術

はじめての糖質オフスイーツ

シランカッタの町で

いきものがっかり超能力図鑑

おふくさんのおふくわけ

呉漢　上・下

冷たい家

１００歳の生きじたく

働く女性に贈る言葉

ときをためる暮らし

みんな　みんな　いただきます

にちようびは名探偵

こども座右の銘２８０
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公共施設の
使用料改定と
減免の手続き
の見直し
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　市内公共施設について、類似施設

や地域間で不均衡が生じていた使用

料を統一改定し、今年４月から新た

な使用料となります。

　新使用料は、市のホームページで

ご確認いただくか、各施設に直接お

問い合わせください。

　また、使用料の改定に伴い、減額・

免除の取り扱いについても本ページ

のとおり見直しをしています。

問　施設を管理する課または

　　総務部総務課総務行政改革班

　　☎４３ー７５０７
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出
等
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